
 

 

仕 様 書 

門真市立大和田小学校土地利用履歴調査業務委託 

 

 調査対象地に有害物質を注入させるおそれのある周辺地に係る土壌汚染に関する土地利用履歴

等調査、並びに、土壌汚染状況調査計画書の実施については、この仕様書の定めるところによる。 

 

第１条 （目的） 

 本調査は、調査対象地における土壌汚染対策法等で定める土地の形質変更行為に先駆け、大

阪府生活環境の保全等に関する条例で定める「土地の利用履歴等調査」を実施し、土壌汚染状

況調査（任意調査）の実施の要否の判定、並びに土壌汚染状況調査計画書を作成することを目

的とする。 

 

第２条 （調査区域） 

門真市大橋町 21番 46号 約 13,553㎡（位置図参照） 

   

第３条 （業務期間及び支払方法） 

 １ 業務期間  契約締結日から令和８年 10月 31日まで 

 ２ 支払方法  完了払い 

 

第４条 （調査内容） 

受注者は、終始誠意をもって正確迅速に業務を完了することとし、次の各号に定める事項を

遵守しなければならない。 

  ⑴ 本業務で知り得た権利者の事業及び成果品の内容を他に漏らしてはならない。 

  ⑵ 地域住民から要望や陳情があった場合には、その意向を充分把握したうえで、速やかに

市担当者に報告し指示を受けなければならない。 

  ⑶ 本業務の実施にあたり現地の状況により、作業に重大な影響のない軽微な変更は、市担

当者と協議のうえ、施行すること。 

  ⑷ 仕様書に疑義が生じた場合の解釈については、市担当者の指示に従うこと。 

 

第５条 （業務内容） 

 調査対象地において、汚染のおそれがある特定有害物質の使用場所や使用履歴を把握し、汚

染の有無を調査する試料採取の適切な場所や深さを設定するため、資料調査・聴取調査・現地

調査を行う。 

 本業務の実施、並びに、調査結果の報告にあたっては、大阪府環境農林水産部環境管理室事

業所指導課と協議し、内容について承認を得るものとし、その結果に基づいて報告書を完成さ

せ、届出から受領までを行うこと。 

 

 

 

 



 

 

【業務数量表】 

業務名称 数量 単位 摘要 

●業務計画 

 業務実施計画書の作成 1 式 業務スケジュール、調査要領、他 

●土地利用履歴等調査 

 資料収集 

(私的,公的,公表 1) 
1 式 

私 的：施設の平面図、施設の構造図等 

公 的：下水道法、消防法、ダイオキシン類特 

別対策法等の届出書類等 

公表 1：土地の登記簿等 

 資料収集 (公表 2) 1 式 住宅地図、航空写真、旧地形図を 7世代 

 資料収集の整理 1 回 
土地利用変に係る年表作成 

住宅地図等の結果整理図 

 現地調査 2 回 履行場所及び周辺土地の現況観察 

 聴取り調査 2 回 施設利用等の使用実績、更新等変確認、他 

●報告書  

 報告書の作成 1 式 土地利用履歴等調査のとりまとめ 

※分析調査を行うための仕様書の作成 

 関係官庁協議 ３ 回 

土地利用履歴等調査の協議・報告等のとりまと

め、届出及び受領 

（大阪府環境農林水産部事業所指導課） 

打合せ・協議 4 回 着手時 1 回/中間時 2回/完了時 1 回 

 

第６条 （一般仕様） 

１ 業務の実施にあたっては、本特記仕様書、図面及び下記要領等に基づき実施するほか、「土壌

汚染対策法に基づく調査及び措置に関するガイドライン(改訂第３.１版)」（環境省 水・大気環

境局 水環境課土壌環境室 令和４年８月（以下、「ガイドライン」と記す））並びに、「土壌汚

染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく土壌汚染に係る調査・対策の手引

き（令和５年５月改定版）」（大阪府環境農林水産部環境管理室（以下、「大阪府手引き」と記す））

の定めによる。 

２ 実施に際しては、図面と仕様書との内容に相違のある場合、明示のない場合、疑義の生じた

場合は、監督職員と都度協議し指示に従うこと。 

３ 受注者は、契約後速やかに、以下の内容を記載した業務実施計画書を提出し、作業着手まで

に監督職員の承認を得なければならない。また、業務実施計画書の内容を変更する場合も同様

とする。 

⑴ 業務内容 

⑵ 実施方針 

⑶ 業務工程表 

⑷ 業務組織体系図 

⑸ 打合せ計画 

⑹ 成果品の体裁・部数 

⑺ 使用する図書・基準 

⑻ 連絡体制表（緊急時含む） 

⑼ その他、発注者が指示する関係書類 



 

 

４ 調査対象地においては関係法令を遵守のうえ、常に業務の安全に留意し、事故及び災害の防

止に努めるとともに、現場の作業員の出入り、火災・盗難の防止、風紀・衛生等の取り締まり、

その他についての十分な注意を払わなければならない。 

５ 受注者は、業務の着手に先立ち、調査区域の土地等を占有する権利者等から、業務のために

当該土地等に立ち入ることについて、あらかじめ同意を得なければならない。 

６ 災害又は事故が発生した場合は、速やかに適切な措置を執るとともに、その経緯を直ちに監

督職員に報告すること。 

７ 受注者は、業務の実施に当り、あらかじめ、市担当者の了解を得た上、調査区域内の現地踏

査を行い、土地の状況及び土地に定着する物件の状況等の概要を把握しなければならない。 

８ すべての成果物の所有権は発注者に帰す。他に公表・貸与又は使用してはならない。 

９ 業務を実施するにあたり、契約上見込まれていない作業が必要になった場合は、事前に監督

職員に報告し指示に従うこと。 

10 受注者は、業務委託料が 100 万円以上の業務について、契約締結後 10 日以内(土日、祝日を

除く)に測量調査設計業務実績情報システム(TECRIS)に基づき、監督職員の確認を受けた内容を、

㈶日本建設情報総合センターに登録するとともに、㈶日本建設総合情報センター発行の「登録

内容確認書」の写しを監督職員に提出しなければならない。 

11 再委託の禁止 

 ⑴ 受注者は、業務の全部を一括して、又は仕様書等において指定した主たる部分を第三者に

委任し、又は請け負わせてはならない。「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂

行管理、調査等の手法の決定及び技術的判断等をいう。 

 ⑵ 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、

発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書等において指定した軽微な部分

を委任し、又は請け負わせようとするときはこの限りでない。「軽微な部分」とは、コピー、印

刷、製本、翻訳、計算処理（単純な電算処理に限る）、データ入力、資料の収集、単純な集計そ

の他特記仕様書に定める事項とする。 

  

第７条 （技術者の選定） 

⑴ 業務実施機関 

 受注者は、土壌汚染対策法（平成 14年５月 29日法律第 53号）に基づく指定調査機関とする。 

⑵ 配置技術者 

 配置予定技術者に対する要件は、以下に示す通りとする。 

 ＜主任技術者＞ 

 配置予定の主任技術者は、土壌汚染調査技術管理者資格及び技術士（建設部門：選択科目を

土質及び基礎、建設環境又は応用理学部門：選択科目を地質のいずれか）の資格を有し、業務

の履行に必要な知識を有するものとする。 

 ＜担当技術者＞ 

 配置予定の担当技術者は、土壌汚染調査技術管理者資格を有し、業務の履行に必要な経験と

知識を有するものとする。なお、主任技術者と兼務することはできない。 

 

第８条（土地利用履歴等調査） 

 調査対象地及び周辺の土地について、過去の利用状況、特定有害物質の使用等の状況、土壌

又は地下水の特定有害物質による汚染の概況、その他の調査対象地における土壌の特定有害物



 

 

質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を入手・把握し、試料採取等の対象とすべ

き特定有害物質の種類の特定及び調査対象地の土壌汚染のおそれの区分の分類を行い、土壌汚

染計画書をまとめ、監督職員の承認を得たうえで、大阪府環境農林水産部環境管理室と協議し

当該計画書を完成させる。 

１ 資料調査 

 調査対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報が

記載された既存資料を入手し、その内容を把握する。資料調査において入手・把握する試料は、

「ガイドライン」Appendix⁻19.を参照すること。なお、入手・把握すべき資料のうち、公的資

料（各種法令（下水道法等）届出等書類）並びに、公表資料の土地の登記及び商標登録につい

ては、同市が貸与する。 

２ 聴取調査 

 関係者等からの聴き取りにより、調査対象地における土壌の管理有害物質による汚染のおそ

れを推定するための有効な情報を把握する。聴取調査にて把握した情報については、記録簿等

の形式で取りまとめること。 

３ 現地調査 

 調査対象地を訪れ、関係者等の案内のもと、視認等により調査対象地における土壌の管理有

害物質による汚染のおそれを推定するための有効な情報を把握する。現地の状況等については、

撮影した写真に説明を書き加えた写真集等の形式で取りまとめること。 

４ 資料整理 

 収集した情報により以下を特定し、調査対象地等における土地の利用履歴等調査結果報告書

として取りまとめる。 

 ア 土壌汚染のおそれがあると認められる管理有害物質の種類 

 イ 管理有害物質の種類ごと、土壌汚染のおそれの区分（3種類）の分類 

 ウ 汚染のおそれが生じた場所の位置に関する情報（現在の地表からの深度） 

 エ 試料採取等対象物質ごと、試料採取を行う区画 

  

 

第９条 （考察・執文執筆） 

 本業務における調査結果は、以下をとりまとめるものとする。 

 ⑴ 土地の利用履歴等調査結果（登記簿の写し、旧住宅地図等の収集資料を含む） 

 ⑵ 地歴調査チェックリスト（「ガイドライン」Appendix⁻18） 

 ⑶ 土壌汚染状況調査計画書 

 ⑷ 業務打合せ記録簿 

 

第 10条（成果品） 

 本業務の成果品は以下に示す通りとし、各正副の２部を提出すること 

 ⑴ 業務報告書（行政機関への提出資料を含む） 

 ⑵ 上記の電子データ（DVD-R等） 

 

第 11条（打合せ・協議） 

 業務に係る打合せは、初回１回、調査結果の取りまとめ時２回、最終報告１回の計４回実施す

ることを基本とする。また、関係官庁協議については、初回１回、中間１回、調査後１回の計３



 

 

回実施することを基本とする。ただし、本業務の履行に必要な場合は、発注者と都度協議し、必

要であれば実施すること。 

 

第 12条（個人情報等の保護） 

 本業務委託を処理するための個人情報その他の重要な情報資産の取扱いについては、個人情報

の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）その他の個人情報保護に関する関係法令及び別記

「個人情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

に変更お願いします。 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


